
※カラー印刷をおすすめいたします。

領収書発行・再発行について



（2）再印刷



（3）再発行①



（3）再発行②

※領収書発行後に予約変更をする場合は、
領収書を「無効」にしないと
予約変更ができません。





（3）再発行③

※領収書発行後に予約変更をする場合は、
領収書を「無効」にしないと
予約変更ができません。



（4）分割発行について


